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平成３１年宇治田原町文教厚生常任委員会 

平成３１年４月２４日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

議 事 日 程 

 日程第１  第１四半期の事業執行状況について 

       ○福祉課所管 

       ○介護医療課所管 

       ○健康児童課所管 

 日程第２  各課所管事項報告について 

       ○介護医療課所管 

        ・宇治田原町国民健康保険税条例の専決処分について 

        ・宇治田原町介護保険条例の専決処分について 

 日程第３  住民と議会の懇談会について（健康福祉部所管分） 

 日程第４  第１四半期の事業執行状況について 

       ○学校教育課所管 

       ○社会教育課所管 

 日程第５  各課所管事項報告について 

       ○学校教育課所管 

        ・平成３１年度小中学校児童・生徒数、学級数について 

 日程第６  住民と議会の懇談会について（教育委員会所管分） 

 日程第７  その他 
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              ８番  松 本 健 治  委員 

             １２番  谷 口   整  議長 
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１．宇治田原町議会委員会条例第１８条の規定により会議事件の説明のため出席を求める
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介 護 医 療 課 長 廣 島 照 美 君 

介護医療課課長補佐 塚 本  吏 君 

健 康 児 童 課 長 立 原 信 子 君 

保健センター所 長 中 地 智 之 君 

宇治田原保育所長 山 下 愛 子 君 

地 域 子 育 て 支 援 

セ ン タ ー 所 長 
青 山 晃 子 君 

学 校 教 育 課 長 岩 井 直 子 君 

学校教育課課長補佐 細 矢 和 彦 君 

学 校 給 食 

共 同 調 理 場 所 長 
下 岡 寛 史 君 

社 会 教 育 課 長 清 水  清 君 

 

１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

事 務 局 長 村 山 和 弘 君 

庶 務 係 長 太 田 智 子 君 

────────────────────────────────────────── 
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開  会   午前１０時００分 

○委員長（原田周一） 皆さん、おはようございます。 

  本日は、閉会中における文教厚生常任委員会を招集いたしましたところ、町当局の関

係者をはじめ委員の皆様には、ご出席をいただき、まことにありがとうございます。 

  宇治田原のほうも明日は茶研修工場で一番茶の製造がいよいよ始まるということで、

本町でもお茶が本格的な時期になりました。 

  本日は、今年度初めての委員会でもございますので、後ほど人事異動職員の紹介もい

ただき、各課の平成３１年度第１四半期の執行状況報告並びに所管事項報告を願いたい

と思います。 

  本委員会において不適切な発言等がありました場合には、委員長において精査を行う

ことといたします。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ありがとうございます。 

  ここで理事者からご挨拶をお願いいたします。また、定期人事異動における所管管理

職員の紹介もあわせてお願いいたします。山下副町長。 

○副町長（山下康之） 皆さん、改めましておはようございます。 

  今日は、閉会中におけます文教厚生常任委員会を開催いただきまして、まことにあり

がとうございます。また、原田委員長、浅田副委員長のもと、各委員にはいろいろとお

世話になりますけれども、よろしくお願いしたいというふうに思います。また、平成

３１年度もスタートいたしまして、今回が初めてということでございますので、またい

ろんな角度からご指導をいただきたいというようにも思っているところでございます。 

  そうした中で、この４月に田原川の川沿いの桜も見事に満開になり、本当に、住民の

皆さんをはじめ、いろんな方に楽しんでいただいたかなというふうに思いますけれども、

その桜もほぼ散り、葉桜となってまいりましたけれども、本当に宇治田原の山の木々も

喜んでいる、そんなような時でございますけれども、ただいま委員長のほうからござい

ましたように、いよいよ宇治田原の顔でございますお茶シーズンが始まるということで、

明日手揉みと機械揉みを実施いただきまして、２５日に揉んでいただきまして、２６日

に初市ということを聞いております。 

  今年は４月５日に萌芽宣言されましたけれども、例年より３日遅れというふうに聞い

ておりまして、非常に４月早々から夜の冷え込みが厳しく、大変茶農家の方には不自由

をいただいたというふうにと思っておりますけれども、ここしばらくの間、非常に気候
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が初夏らしく、そういうような方向になってまいりましたので、お茶のほうも何とかい

いお茶ができ、そして宇治田原の顔でもございますので、日本緑茶発祥の地としていい

お茶ができるように祈っているところでございます。 

  そういった中、昨日総務建設常任委員会を開催いただきまして、そのときに西ノ山の

展望広場ということで、平成３０年度に事業実施をいたしまして、まだまだ展望広場は

これからも整備はしていくものの、一応３０年度の事業はもう全て終わっておりますの

で、４月２７日から大型の連休が始まるという中、２７日に西ノ山展望広場のハートキ

ューブをオープンさせていただきたいというように思っておりまして、いろんな家族や

親子、そういった方々に楽しんでいただけるように考えておりますので、またお願いし

ていきたいというふうに思います。 

  そうした中で、５月１日には水出し玉露でおもてなしをしていきたいと。時間的には

朝１０時から１１時でございますけれども、この時間に通行される方々に寄っていただ

いて宇治田原のおいしいお茶を飲んでいただきたいというふうに思っておりますので、

そういったことにもしっかりと取り組んでまいりたいと思っておりますので、よろしく

お願いをしていきたいというふうに思っております。 

  また、４月２７日から大型連休ということになるわけでございますけれども、職員そ

れぞれには、こういう期間を利用して、リフレッシュも大事ですけれども、いざという

ときにすぐに対応できる職員としての心構え、あるいはまた、交通事故のないようにと

いうことで常々指導をしているわけでございまして、また５月１日から新しい元号がス

タートするということで、いろいろな機器等についても問題なく稼働できるようにとい

うように指導したところでございます。 

  そういった中、各議員には、いろんな方面で今後ともひとつよろしくお願いしていき

たいというふうに思っております。 

  また、今日は、委員長からもございましたけれども、平成３１年度第１回目、初めて

ということでございまして、それぞれの所管の課のほうから第１四半期の事業の執行状

況についてということとあわせまして、各課のほうから所管事項の報告についてという

ことで、多岐にわたる状況、あるいはまた報告等ございますけれども、最後までよろし

くお願い申し上げまして、開会に当たりましてお礼のご挨拶にさせていただきたいとい

うふうに思います。 

  また、委員長のほうからお許しをいただいておりますので、この４月１日付で本町は

人事異動を行いまして、この所管に係ります健康福祉部の異動がございましたので、私
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のほうからご報告をさせていただきたいと思っております。 

  今回、人事異動並びに昇格ということで、この所管でお世話になることになりました

健康児童課の保健センター所長の中地でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○保健センター所長（中地智之） おはようございます。中地と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○副町長（山下康之） ありがとうございます。 

  以上で健康福祉部のほうの人事異動等についてのご報告とさせていただきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○委員長（原田周一） ありがとうございました。 

  ただいまの出席委員数は６名でございます。定足数に達しておりますので、直ちに本

日の文教厚生常任委員会を開きます。 

  会議は、お手元に配付しております会議日程により進めさせていただきます。また、

関係資料も配付しておりますので、あわせてご参照願います。 

  それでは、これより議事に入ります。 

  日程第１、各所管に係ります平成３１年度第１四半期の事業執行状況についてを議題

といたします。 

  まず、福祉課所管について説明を求めます。久野村健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久野村観光） おはようございます。 

  それでは、福祉課所管につきましてご説明させていただきたいと思います。 

  お手元に配付させていただいております資料の１ページの事業執行状況でございます。 

  本課におきましては、３事業を計上させていただいておりますところでございますの

で、よろしくお願いいたします。 

  まず、１番目でございますが、障がい者基本計画等推進事業でございます。 

  これにつきましては、第５期障がい福祉計画の期間内、３０年から３２年度の３カ年

でございますが、この期間におきまして、目標といたしまして相談支援体制の充実、関

係機関の連携等の充実、また、役割を果たします協議の場としての障害者総合支援法に

基づきます宇治田原町地域自立支援協議会の設置を目指しておるものでございます。 

  このような中で基本計画等の進行管理を行い、計画の評価、点検をあわせて行うこと

とするものでございます。また、それにあわせまして、障がい者の特性に応じたコミュ

ニケーションの手段の選択等につきまして、関係機関との協議の場を、今年度、精力的

に設けていきたいと考えておるところでございます。 
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  次に、２番、３番の障がい者自立支援給付等事業、また障がい者地域生活支援事業に

おきましては、障害者総合支援法にこれも基づきまして、障がい者が自立した日常生活、

また社会生活を営むことができますよう、必要となる各種障がい福祉サービスの給付、

また地域の特性、利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業の支援という形で

２番、３番を年間を通じて実施させていただくものでございます。 

  ご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようですので、これにて福祉課所管の質疑を終了いたします。 

  次に、介護医療課所管について説明を求めます。廣島介護医療課長。 

○介護医療課長（廣島照美） それでは、介護医療課所管分の第１四半期事業執行状況に

ついて説明させていただきます。 

  １つ目から３つ目までが国保特会の事業になりまして、１つ目が特定健康診査等実施

事業でございます。 

  対象者を４０歳から７４歳の方で事業実施しているものでございまして、年度当初に

綴喜医師会の医療機関との業務委託をさせていただきまして、６月末ごろに受診券を同

封しまして個別通知の発送予定でございます。次期以降の予定としましては、受診期間

を７月から９月、受診勧奨を９月に実施しまして、１０月を予備月として設けさせてい

ただく予定でございます。 

  次に、２つ目、生活習慣病予防対策事業でございまして、こちらは、業務委託及び保

健指導につきましては、前年度からの継続指導分を実施させていただいております。保

健指導につきましては、６カ月のフォローをさせていただくことになりますので、９月

まで継続指導分については実施ということになります。今年度の健診を受診していただ

いた方に対しましては、１１月ごろに随時対象者を抽出しまして案内のほうを送付させ

ていただきまして、保健指導訪問を１１月から翌年の３月まで実施する予定でございま

す。 

  次に、健康意識啓発事業でございます。 

  第１四半期の実施はないんですけれども、次期以降に過去健診未受診者等への訪問受

診勧奨を７月から９月、健診受診者で特定階層者への個別訪問を平成３２年１月から

３月、この特定階層者といいますのが、特定保健指導の対象者以外で服薬していない、
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また中性脂肪、ＬＤＬ、ヘモグロビンＡ１ｃの数値から抽出し、個別訪問を実施するも

のです。あとは健康リーフレットのほうを３２年３月に送付予定としております。 

  次に、後期高齢者医療特別会計の事業でございまして、４つ目、後期高齢者健康診査

事業です。 

  こちらは、先ほどの１つ目の特定健診と同様に事業実施していくものでございまして、

年度当初に綴喜医師会の医療機関と業務委託契約させていただき、７月に受診の案内を

送付させていただきまして、受診期間を７月から９月、また受診勧奨を９月に実施しま

して、１０月、予備月を設けさせていただく予定でございます。 

  次に、５番、６番が介護保険特会の事業になりまして、５つ目の認知症初期集中支援

推進事業でございます。こちらはチーム支援としまして、認知症が疑われる方で適切な

ケアを受けられていない方に対しましてサポート医、また包括支援センターの社会福祉

士、ケアマネ、保健師が短期間で集中的にかかわり、適切なケアや医療につなげていく

ものでございまして、随時対象者が出てきましたら、チーム支援のほうを年間通じて実

施するものでございます。６月になりまして、普及啓発としましてチラシ折り込みを予

定しております。この認知症初期集中支援事業、また認知症の事業についての普及啓発

をさせていただく予定でございます。次期以降としましては、平成３２年２月には認知

症初期集中支援チーム検討委員会のほうを開催予定でございます。 

  次に、６番目、介護予防・日常生活支援総合事業でございます。こちらは、通年で事

業実施しておりますのが介護予防・生活支援サービス事業で訪問型・通所型サービス、

要支援１、２の方を対象とするものでございます。また、一般介護予防事業としまして、

元気はつらつ！若返り塾、おやじエクササイズ、元気アップ教室等を実施しております。

６月の下旬ごろから健幸キッチンのほうを実施する予定でございまして、全２回、６月

から７月にかけまして実施予定でございます。また、次期以降には、健幸キッチンの男

性限定のものを１１月から１２月にかけまして全２回で実施予定でございます。 

  説明につきましては以上でございます。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ございませんか。山内委員。 

○委員（山内実貴子） ３番の健康意識啓発事業です。受診者、また未受診者に対してい

ろんな取り組みをされて、３月に健康リーフレットを送付ということになっています。

多分今年もこの３月にもそういう健康リーフレットを出されたんじゃないかなと思うん

ですが、そういうリーフレットも送っていただいて、何らかやっぱり見ていただいてい



８ 

るかどうかとか、またそれを少しでも活用できる、そういうことをしていただきたいな

と思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（原田周一） 廣島課長。 

○介護医療課長（廣島照美） まず、リーフレットなんですけれども、同様のリーフレッ

トは、看護師のほうが１月から３月に個別訪問を実施する際にも活用しておりまして、

健診結果とリーフレットをあわせて生活習慣改善につなげていただくように、食事であ

ったり、運動であったりの指導もさせていただいているところです。 

  健康リーフレットを送付させていただく対象としますのが、個別訪問対象外となった

方ですとか不在だった方に対しまして送付させていただいているわけなんですけれども、

どれだけ活用していただいたかというのは把握してはいないところですけれども、今後、

またそういったとこら辺も何らかできないかということは考えていきたいというふうに

考えます。以上です。 

○委員長（原田周一） 山内委員。 

○委員（山内実貴子） よろしくお願いします。以上です。 

○委員長（原田周一） ぜひ、あと費用対効果の面でもよろしくお願いいたします。 

  ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようでございますので、介護医療課所管の質疑を終了いたし

ます。 

  次に、健康児童課所管について説明を求めます。立原健康児童課長。 

○健康児童課長（立原信子） それでは、健康児童課所管の平成３１年度第１四半期の事

業執行状況についてご説明申し上げます。 

  資料のほうの３ページをごらんください。 

  １つ目、子ども・子育て支援事業計画策定事業です。 

  こちらは、現計画が今年度末までの期間となっておりますので、第２期の計画策定に

向けて、３０年度、３１年度の２カ年で策定を予定しております。前年度末の１月から

２月にかけまして、子ども・子育て支援に係るアンケートの実施をさせていただきまし

たので、現在、そのアンケートの結果集計・分析と、あとは平成３０年度の実施事業の

事業評価を進めているところです。５月末に第１回子ども・子育て会議を予定しており

ます。 

  ２つ目、少子化対策推進事業です。 
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  こちらは、庁内で若手職員を中心に少子化対策のプロジェクトチームを組織しており

ますので、そちらのほうで、今年度は町内を紹介しながら町の観光とかを含めてめぐっ

てもらうような、仮称ではありますが、おでかけマップ、デートマップの作成を予定し

ております。こちらの作成に向け得て５月にまた会議を開催させていただきまして、マ

ップ作成に向けた協議をしていきたいと思っております。年度末に完成させていきたい

というふうに考えております。 

  ３つ目、健康増進計画策定事業です。 

  こちらのほうも、今年度と来年度の２カ年をかけまして次期計画の策定を予定してお

ります。今現在は、現状の把握と現行計画の評価、業務の委託準備を進めておるところ

でございます。 

  ４つ目、月１ウォークチャレンジ８８００事業です。 

  こちらのほうも９月の中旬に事業実施を予定しておりまして、当初、予算の設計段階

では、１０月ぐらいからのスタートということでご案内させていただいておりましたが、

できるだけ前倒しに９月の中ごろから事業をスタートしまして、３月に皆さんからもた

くさんご意見をいただいていました小さなウォークのイベントを開催できればというこ

とで、今検討しております。そちらのほうは、この講座に参加いただいていない方でも

自由に参加できるような形をとれればと思っておりますので、それも含めて、９月から

３月の間で毎月の講座と最後のイベントの実施を考えております。こちらのほうは、今、

事業設計して調整しておりますので、８月に参加者の募集をさせていただければと思っ

ております。 

  ５つ目、各種がん検診事業でございます。 

  こちらは例年どおり毎年通年で実施しておりますが、スタートとしましては、前立腺

がん個別通知ということで、節目、５５、６０、６５歳の方に対して個別通知から始め

させていただきたいと思っております。７月に全体の事業周知チラシを入れさせてもら

いまして、８月にはまた各自治会等で回覧で周知のお世話になりたいと思っております。 

  こちらのほうは、別添でがんの一覧を添付しております。こちらの内容で、大きく今

年度変わっているものはございません。昨年度に乳がんのほうも個別受診をできるよう

にさせていただいておりますので、この内容で今年度も実施していきたいと考えており

ます。 

  説明は以上です。 

○委員長（原田周一） ありがとうございました。 
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  ただいま説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。松本委員。 

○委員（松本健治） １点だけお願いしたいと思います。 

  今、４番目に出ました月１ウォークの内容について、確認も含めてお願いしたいとい

うように思います。予算のときだったですか、随分いろんなこの内容についてのご意見

が出たということも含めて、若干前倒しで実施していただくということでございまして、

非常にそれは前向きでいいなというふうに思います。 

  ちょっと再確認も含めて、この対象そのものが実質どの層を対象としているのか、ど

の層を狙っているのかというのはちょっと改めて確認をしておきたいなというふうに思

います。以上です。 

○委員長（原田周一） 立原課長。 

○健康児童課長（立原信子） 対象としましては、２０歳以上の方で、特段上限は設けず

にいこうということで今検討しております。ただ、毎回２、３キロを１時間程度で歩く

ということを想定しておりますので、その体力のある方ということでさせていただきた

いと思います。 

  こちらの目的としましては、今はあまり運動にかかわっていない方で、習慣化を目指

して、日ごろウォーキングという気軽に取り組めるものに新たに取り組もうとしておら

れる方にできるだけたくさん来ていただけたらなと思っておりますので、本当は働き盛

りの方から中心にとは思いますが、なかなか実施の時期の中で、平日の実施を通常は予

定しておりますので、ご参加いただける割合としましたら、退職してすぐでまず何から

ということで、まだお若くて元気で、ただ運動不足であるような世代の方を中心に来て

いただくということが多いであろうということは想定しております。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） 主要事項調書に２０歳以上と、それと医師から運動制限を受けてい

ない方、そういうことなんですけれども、実際は平日実施でこういうことであるとする

ならば、今おっしゃったように、ある程度の年代でないと参加できないということもあ

りますので、高齢者層かなというふうに思っておりますけれども、実際、私もそういう

年代になって見ていますと、女性の方というのはグループで大体歩いておられまして、

男性というのは大体１人で歩いているんです。これが世間の今の状況かなというふうに

思いますので、どの層も狙ってやるというのは、なかなかこういう取り組みの場合難し

いなと。 
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  だから、私がもう一度確認したのは、２０歳以上ということであっても、ある程度、

もう今おっしゃったようなポイントを絞った年代になるかなというふうに思いますので、

具体的にはそれに対応するようなことを取り組みとしてはしていただかんと、なかなか

あれもこれも広げてやっても非常に難しいかなという感じはするんです。ですから、そ

ういうことでいいんじゃないかと思いますけれども、その辺、もう一回改めてちょっと

確認します。 

○委員長（原田周一） 立原課長。 

○健康児童課長（立原信子） 広くさせてはいただきたいというところはありますが、ど

うしてもご参加いただける年齢はある程度層が必然的に絞られてくると思っております

ので、そういう層に合わせた内容にもしていきたいと思っております。 

  また、現在現役で働いておられる方も取り組んでいただけるような仕組みづくり、講

座で使用する例えばウォーキングマップでちょっとスタンプラリー的なマップ、歩くマ

ップというのをまたちょっと考えていきたいなと思っておりますので、何歩歩いたら塗

り潰せるというような形のものを、何か皆さんが気軽に、参加していない方でも取り組

める仕組みづくりということも今検討しておりますので、それに関しては広い世代に周

知をさせていただいて、いろんな方に宇治田原町の健康の歩くマップを利用しているよ

というふうな状況をたくさん増やしていければと思っておりますので、講座に来ていた

だく分と広く周知する分と２つ、両方進めていけるような形で検討を進めたいと思って

おります。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） それから、次に、対象の規模としては何名ぐらいの予定をしている

のか、ちょっと確認します。 

○委員長（原田周一） 立原課長。 

○健康児童課長（立原信子） 実際この事業に通年で参加していただく方は、定員４０名

程度と考えております。募集の具合によって多少前後は可能としたいと思っております

が、安全に実施できる規模として４０名程度と想定しております。最終回に関しまして

は、全て自由参加のイベントをということでの実施を思っております。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） はい、わかりました。 

  それと、この件の最後に、実質、こういう機会を通じて、その後目的とするのは、自

分がそれぞれ自主的にそういうことに取り組んでもらうことがやっぱり一番大事なわけ
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ですから、対象となる場所の関係なんですけれども、地理的にも荒木なんかは非常に場

所のいいところになっていまして、やすらぎの道を利用させてもらっているんですけれ

ども、１つは、健康児童課から見て、やすらぎの道の整備状況は大体見られましたか。

ちょっとその辺にしときます。 

○委員長（原田周一） 立原課長。 

○健康児童課長（立原信子） やすらぎの道は、私、個人的にもランニングをしたりして

よく利用させていただいていた時期もありますので、距離の表示もあって利用しやすい

という部分もたくさんあるかと思います。また、その辺は、歩きたい距離に応じてずっ

と奥まで平坦な道で行くことも可能ですので、できるだけやすらぎの道の整備された部

分を使いながらというふうには思っておりますが、より一層歩きやすい整備状況が進め

ばということで思っております。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） ちょっと管理の部署は、セクションは違うのかもしれませんけれど

も、私が健康児童課から見てというふうに言うたのは、やはり経年劣化で、去年、一昨

年に私は総建のときに指摘をして整備をしてもらったんですが、やっぱりだいぶあっち

こっち経年劣化になっています。例えばへこみだとか、そういうものありますので、建

設のほうにも申し上げないかんことかとも思いますが、健康児童課からもやはりチェッ

クはしてほしいなという気がするんで、ぜひそういう機会を持っていただきたい。 

  それともう一つは、新庁舎が完成をする、この年度中はちょっと難しいんですが、そ

れ以降の場合に備えて、あの場所も非常にウォーキングにはいい場所じゃないかなとい

うふうに思いますので、今後、これも健康児童課から見た目で、やはりあそこの整備状

況、これからつくり上げていくわけですけれども、意識してそういうコースの一つに設

定をできるように、やっぱり調整はしておく必要があるかなというふうに思います。こ

れは今後のこととしてお願いしたいと思います。 

  ぜひやすらぎの道については、これからこういうイベントの後の活用の場所として整

備できるように健康児童課からも見てほしいということを、これは要望として申し上げ

ておきたいと思います。以上です。 

○委員長（原田周一） 私からも、ぜひ副町長のほうからでも担当課に、整備のほうをよ

ろしくお願いいたします。 

  ほかにございますか。垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） ５番の各種検診なんですが、ここに前立腺がん個別通知ということ
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で、節目に当たる年代の５５、６０、６５に個別にまた通知を出すということですが、

がん検診の中で前立腺がんに対して個別受診通知を出すという、他の項目に対してはど

うなんですか。ほんで、前立腺がんを特定された背景というのはどういうことでしょう

か。 

○委員長（原田周一） 立原課長。 

○健康児童課長（立原信子） 前立腺がんに限らず、受診率の向上という観点からある一

定の節目を捉えまして、何かこの機会にどうでしょうという形で啓発ということを捉え

ております。 

  前立腺がんの場合はこういう形で節目、全ての年代の対象となる方は無料では受けて

いただけますが、ちょうどこの節目の機会にどうでしょうということでお知らせさせて

いただいております。その他の集団検診のがん検診に関しましては、大きく広報も厚紙

のはがきで入れさせていただいて、プラス商店とかの前で啓発とか、いろんな取り組み

を新たに始めております。また、節目のところを捉えた啓発というのは、そのがんに限

らず検討していきたいと思っているところです。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） 受診率についてはぜひ向上させていただいて、節目なり、またいろ

んな年代に対して啓発を深めていただく、これはもう必要だろうと思います。 

  それで、この対象の５５、６０、６５の年代の方は幾らぐらいいらっしゃるのか。 

○委員長（原田周一） 立原課長。 

○健康児童課長（立原信子） この抽出はまだ、直前の時点で把握をしたいと思っており

ますので、今現在は把握もしていない状況です。 

○委員長（原田周一） ほかにございますか。山内委員。 

○委員（山内実貴子） 先ほどの４番の月１ウォークチャレンジのことで、やすらぎの道

の整備のことで松本委員からもお話があったんですが、お話の中で多分言ってはったの

が、以前あった茶ッピーの何キロということも含まれているのかなと思います。ぜひも

う一度見直していただいて、結構茶ッピーを見ながら歩くというのを楽しみにされてい

る方もいらっしゃいましたので、またそのことも含めてお願いしたいと思います。 

  あと５番目の各種がん検診なんですが、今、垣内委員からもありました。本当に受診

率向上というところで、節目のクーポンであっても利用がなかなかないという年代もあ

ると思います。やっぱりどうしてもご家族の意識ということもかかわってくるのかなと

思うんです。今はもう医療が進んでいますけれども、やっぱり誰かががんになるという
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ことは家族でもすごく大変なことだと思いますので、家族ぐるみでそういう意識を持て

るような取り組みもまたお願いしたいと思います。以上です。 

○委員長（原田周一） 茶ッピーのほうと今のがん検診、回答のほうはよろしいですか。

そんなら要望ということでお願いいたします。 

  ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようでございますので、これにて健康児童課所管の質疑を終

了いたします。 

  以上で、ただいま出席の所管分に係ります第１四半期の事業執行状況についてを終了

いたします。 

  次に、日程第２、各課所管事項報告についてを議題といたします。 

  まず、介護医療課所管の宇治田原町国民健康保険税条例の専決処分について、説明を

求めます。廣島介護医療課長。 

○介護医療課長（廣島照美） それでは、宇治田原町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の専決処分についてご説明させていただきます。 

  地方税法施行令等の一部を改正する政令等が平成３１年３月２９日に公布されまして、

同年４月１日から施行されたことに伴いまして、改正法等にあわせまして宇治田原町国

民健康保険税条例の一部を同日付で改正する必要があるため、地方自治法第１７９条第

１項の規定によりまして、平成３１年３月３１日付で専決処分させていただいておりま

す。この件につきましては、次回の本会議でご報告をさせていただきます。 

  改正概要につきましては、１つ目が保険税賦課限度額の改正でございます。 

  高齢化の進展、また医療給付費が増加している状況を踏まえまして、中間所得層に配

慮した保険税の設定を可能にすることを目的としまして、負担能力を有する高所得層に

応分の負担を求めるため、賦課限度額を引き上げるものでございます。 

  内容につきましては、下の表でございますけれども、医療給付費分につきまして、現

行が５８万円、改正後を６１万円とさせていただいて、引き上げ額は３万円というふう

になっております。３１年度の予算用シミュレーションで試算しましたところ、対象世

帯は３世帯ほど影響を受ける見込みでございました。 

  次に、２つ目、保険税軽減対象世帯の拡大でございます。 

  合計所得額が一定額以下の場合に保険税の負担軽減を図るため、応益割を軽減する制

度について、軽減判定のもととなる所得判定基準額を引き上げることによりまして軽減
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対象となる世帯を拡大するものでございます。 

  下の表、軽減割合７割は変更なしでございまして、５割、２割につきまして、軽減判

定所得の算定において被保険者数に乗ずべき金額は、５割は２７万５，０００円が

２８万円で５，０００円の拡大、また２割軽減につきましては、５０万円が５１万円と

いうことで１万円の拡大となります。 

  その下に平成３１年度の軽減対象世帯数等見込みを上げさせていただいておりまして、

５割軽減ですと４世帯５被保険者が対象となる見込みでございます。また、２割軽減に

つきましては、３世帯１４人が対象となる見込みでございます。 

  施行日につきましては、平成３１年４月１日となっております。 

  説明につきましては以上でございます。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようでございますので、宇治田原町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の専決処分について質疑を終了いたします。 

  続いて、宇治田原町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分について説明を求

めます。廣島介護医療課長。 

○介護医療課長（廣島照美） それでは、宇治田原町介護保険条例の一部を改正する条例

の専決処分について説明させていただきます。 

  介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する

政令が平成３１年３月２９日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴いまし

て、改正法にあわせて宇治田原町介護保険条例の一部を同日付で改正する必要があるた

め、地方自治法第１７９条第１項の規定によりまして、平成３１年３月３１日付けで専

決処分しております。この件についても、次回の本会議でご報告させていただきたいと

思っております。 

  改正概要につきましては、低所得者の介護保険料軽減強化に係るものでございまして、

消費税が５％から８％になった際に消費税による公費を投入しまして低所得者の保険料

の軽減強化を行う仕組みを設け、平成２７年４月から、特に所得の低い第１段階の方に

対しまして一部実施しているところでございます。 

  今回につきましては、平成３１年１０月以降の消費税率１０％への引き上げに合わせ

まして、さらに軽減強化を行うものでございます。また、消費税率引き上げによる財源
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の手当であることを反映しまして年度途中の１０月からの引き上げとなるため、平成

３２年度以降の完全実施時における軽減幅の半分の設定での割合となっているところで

ございます。 

  下の表をごらんいただきたいと思います。 

  段階としまして、所得段階別保険料の第１段階から第３段階までが今回の対象となる

ところでございます。保険料の基準額に対する割合としまして、太枠で囲んでおります

平成３１年４月からの部分が今回拡大となる部分でございまして、これが保険料基準額

に対する割合、その基準額につきましては、下のほうに※印で保険料基準額のほうを記

載しております。第５段階の６万５，０００円というのが基準額となっておりまして、

その基準額にそれぞれの割合を掛けたものが年額の保険料となります。第１段階につき

ましては０．３７５に、第２段階につきましては０．６に、第３段階につきましては

０．７２５に設定させていただくこととなります。 

  その下に平成３１年度の軽減対象（見込）者数、また、先ほどの割合を掛けたものの

保険料のほうをお示しさせていただいております。第１段階につきましては３１５人、

軽減後の保険料につきましては２万４，４００円、軽減額は８，１００円となります。

第２段階につきましては、２０２人が対象予定で軽減後の保険料が３万９，０００円、

軽減額につきましては６，５００円でございます。第３段階は、１３１人が対象見込み

でございまして、軽減後の保険料につきましては４万７，２００円、軽減額

１，６００円となっております。 

  施行日につきましては、平成３１年４月１日となっております。 

  説明につきましては以上でございます。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。 

  質疑のある方は挙手願います。垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） １０月から消費税、今いろいろとうわさでは、上がるんじゃないか、

いや、据え置きじゃないか、逆に下がるんじゃないかというような話も出ているわけで

すが、消費税の増減にかかわってくる内容だと思うんですけれども、そこら辺は、消費

税が例えば８％で据え置きされた場合はどうなんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 廣島課長。 

○介護医療課長（廣島照美） これは国の法改正による実施という形になりますので、消

費税の最終的な動向がどうなるいかんにかかわりませず実施という形となります。なの

で、今後も完全実施が、平成３２年４月にまた率が拡大となるわけなんですけれども、
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今後の予定に関しまして、消費税の動向によりましてまた変わってくる見込みであると

考えております。以上です。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） 消費税の動向によって再度見直しとかいうのは発生する可能性もあ

るということですか。 

○委員長（原田周一） 廣島課長。 

○介護医療課長（廣島照美） おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（原田周一） 他にございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようですので、介護医療課所管事項の質疑を終了いたします。 

  次に、日程第３、住民と議会の懇談会についてを議題といたします。 

  既に３月の委員会におきまして、それぞれの常任委員会で対応策等について協議を進

めていく旨、申し上げておりました。ただいま出席の所管分であります子育てについて

及び医療についての対応策等についての協議を進めていきたいと思います。 

  既にお手持ちの資料があると思います。これについて進めていきたいと思いますので、

健康児童課、介護医療課でそれぞれ項目があると思いますが、子育てについて、それか

ら、続きまして医療について、まとめてお願いいたします。久野村部長。 

○健康福祉部長（久野村観光） 失礼いたします。 

  それでは、所管に係ります子育てについて、また医療について、順次ご説明をさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

  まずは子育てでございますが、育児用品の購入助成の詳細の説明、また、出産前に金

額を受け取りたいというようなご要望でございますが、説明につきましては、母子手帳

交付時に説明を詳しくさせていただくことをしているんですけれども、さらにそれを徹

底していきたいと考えております。それと出産前の受け取りにつきましては、本制度が

子を養育する親に対する助成という認識をしていまして、出産前に助成することはいか

がなものかと考えておりまして、出産準備金の助成金ではないという考えをしておると

ころでございます。 

  引き続きまして、レシートを集めるためのポケット等の工夫というご要望でございま

すが、これにつきましては、封筒など簡易な方法という形で今現在検討させていただい

ておるところでございます。 

  次に、申請忘れのないようなチェックリストにつきましても、わかりやすいチェック
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リストの作成について検討を行っておるところでございます。 

  次に、ファミサポのシステムの関係で、事前申し込み不要のシステムという形でござ

いますが、本事業につきましては、住民間の相互援助活動と考えておりまして、受託者

への配慮も必要かと考えておるところでございます。ですので、事前申し込みなしでの

預かりは原則難しいかなと考えております。しかし、既にマッチング等を終えておられ

るところであれば、相手の了解があれば直接依頼することも可能ではないかと考えてお

ります。いずれにいたしましても、受託者の了解が前提になってくるであろうと考えて

おるところでございます。 

  次に、支援センター等の情報の事前の公開等でございますが、これにつきましては、

現在、紙媒体が中心という形でやらせていただいておりますけれども、今後、ホームペ

ージ等を活用した周知に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 

  引き続きまして、医療についてでございます。 

  まず、１点目のサテライト診療所を町内にというご要望でございますが、本件につき

ましては、以前にも複数の医療機関等の協議を行ったものの、採算ベースに乗らないと

いうようなこともございまして、今後、サテライト診療所のみの設置を議論するのは難

しいであろうという考えを持っておるところでございます。 

  次に、町内の医療機関が切磋琢磨してよりよくなってほしいという内容でございます

が、町内の医療機関におきましては、本町の町医、学校医、また保育所医として、健診

業務で子どもから大人まで全面的にご協力を願っておるところでございまして、町医等

の担当課でございますが、町医を指導させていただく立場ではないのじゃないかと考え

ておるところでございます。 

  それとインフルエンザの予防接種につきまして、中学生まで延ばしていただきたい、

また、助成を半額ではなく無料にしていただきたいというようなご要望でございますが、

インフルエンザ予防につきましては、予防接種法に基づく定期の予防接種ではないため、

接種によります健康被害等の場合に予防接種法に基づく救済対象にはなってこないとい

うようなことも含めまして、助成については慎重に考えていく必要があろうかと考えて

おるところでございます。 

  それと病児保育の関連につきましては、病児や病後児に対するものにつきましては、

緊急に対応してもらえる医療機関との連携が必要となってくるところでございます。今

現在、町立保育所におきましては、体調不良児型で実施しておるところでございますが、

病児、病後児に対応することは、施設面、また人員体制面でも実施は現在困難であろう
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と考えておるところでございます。それにあわせまして、町内の医療機関が併設するこ

とも、また小児科を専門としている医療機関でないため、現実的ではないだろうと考え

ておるところでございます。 

  それと最終でございますが、高校生までの医療費の拡大でございますが、医療費の試

算額等につきましては、以前に示させていただいておるところでございますが、他の子

育て支援施策を総合的に判断する中での対応という形を考えております。また、地方単

独事業におけます国庫負担調整措置の関係もあることから、今後さらに検討していくこ

とが必要かと考えておるところでございます。 

  一応、子育て、医療につきましては、以上のような考えを示させていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（原田周一） ありがとうございました。 

  ちょっと駆け足でしたけれども、一応先日出されたものに対する答えということが出

ました。何かこれについて質問のある方は挙手願います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようでございますので、これで日程に掲げておりますただい

ま出席の所管分の平成３１年度第１四半期の執行状況報告並びに所管事項報告も終了い

たしますが、その他、委員から何かございましたら挙手願います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） 当局のほうからございませんでしょうか。久野村部長。 

○健康福祉部長（久野村観光） お手元に今現在ご配付をさせていただいておりますが、

平成３０年度に計画策定させていただきました宇治田原町自殺対策計画ができ上がりま

したので、委員の皆様方のお手元のほうにお配りをさせていただいておるところでござ

いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長（原田周一） ありがとうございます。 

  これで、ただいま出席の所管課に係る事項を終了いたします。 

  ここで、職員の入れ替えのため暫時休憩いたします。 

休  憩   午前１０時５５分 

再  開   午前１０時５７分 

○委員長（原田周一） それでは、休憩前に引き続き会議を始めます。 

  教育委員会所管分に係る事項について始めます。 

  それでは、教育長から簡単にご挨拶と、今回の定期人事異動における管理職員の紹介
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をお願いいたします。奥村教育長。 

○教育長（奥村博已） おはようございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

  委員の皆さんには、３月には小中学校の卒業式、また４月には入学式と大変お忙しい

中、ご臨席を賜りましてまことにありがとうございました。遅くなりましたが、御礼を

申し上げます。 

  それでは、４月１日付で異動しました職員を紹介いたします。 

  社会教育課長の清水清でございます。 

○社会教育課長（清水 清） 清水でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○教育長（奥村博已） この体制です。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（原田周一） ありがとうございました。 

  日程第４、各課所管に係ります第１四半期の事業執行状況についてを議題といたしま

す。 

  まず、学校教育課所管について説明を求めます。岩井学校教育課長。 

○学校教育課長（岩井直子） それでは、失礼いたします。学校教育課所管、第１四半期

のご説明を申し上げます。 

  まず、１番目、小中一貫教育推進事業でございますが、こちらにつきましては、特別

委員会でご説明を申し上げましたクリエイト会議に係る事業執行状況でございます。 

  間もなく教育委員会広報ということで、５月２日を予定しておりますが、発行させて

いただきたいと思っております。その中身につきましては、先日の回答案、それからク

リエイト会議の委員公募についてでございます。５月下旬から６月上旬ごろにクリエイ

ト会議の第１回専門部会等も開催を予定しているところでございます。 

  ２番目、寺子屋「うじたわら学び塾」運営事業でございます。 

  こちらにつきましては、例年のスケジュールどおりでございますが、６月上旬に運営

委員会を開催いたしまして、６月下旬から７月上旬に各種講座の募集を行い、夏季休業

期間中に各種教室の開催を予定しているところでございます。ただ、本年度につきまし

ては、各団体さんが事業の実施をされているところでございますが、そちらの状況も勘

案しながら、寺子屋といたしましては、学力にやや視点を向けた内容を検討してまいり

たいと考えておりまして、学童保育関係、また学力充実補助教員の学習指導等につきま

して今度運営委員会で協議をいたしまして、取り組みを進めていきたいというふうに考

えております。 

  次に、３番目、幼稚園教育の振興事業でございます。 
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  こちらにつきましては、従来の各種補助事業につきましては次期以降の手続を開始い

たしますけれども、第１四半期に記載しております連携事業につきましては、昨年度よ

り幼稚園教育の振興、また幼児教育、就学前教育の大切さというものを推進するために

うぐいすさんのほうとは協議をしておりましたけれども、実施に至らなかったという学

校教育課のほうの反省を踏まえまして、また１０月からの無償化の状況もございますの

で、そういった状況を見通しながら連携事業の実施というものを考えているところでご

ざいます。 

  視点といたしましては、うぐいす幼稚園が抱える課題、また本町が抱える課題をとも

に共有、考えながら、協力して就学前のあり方というものを考えて、宇治田原の子ども

たちが就学するまでにつけておくべき力をしっかりとつけていきたいというような視点

に立った事業展開でございます。 

  続きまして、４番目の小中学校校内ネットワーク運営事業でございます。 

  こちらにつきましては、本年度、小中学校のコンピューター室の学習用パソコンであ

ったり、また教職員のパソコンの機器更新、それから学習教材のソフトウエア等の更新、

また中学校のタブレットの購入など、学校のＩＣＴ機器の更新整備を図るものでござい

まして、５月下旬に入札、以降準備にとりかかりまして、夏季休業期間中に機器の入れ

替え等を行う予定をしております。 

  学校教育課につきましては以上でございます。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） まず、委員の公募ということで、１番の内容ですが、小中一貫教育

推進事業の中で委員公募とありますが、以前クリエイト会議についてお聞きしておりま

した内容からいきますと、３つの部会、２０名ぐらいということでお聞きいたしており

ましたが、公募の人数は全体の中でどれぐらいいらっしゃるんですか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 現在のところ５名程度を考えております。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） それは一般の住民の中からということで。そうですか。じゃ、

２０名の中の５名ということでよろしいんですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 
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○委員（垣内秋弘） 小中一貫が開校するまでに５年ほど準備期間があるわけでございま

すけれども、クリエイト会議そのものは、メンバーは１年の期間で留任は可能というこ

とになっていたと思うんですけれども、流れからいきますとずっと継続してやる人も必

要でしょうし、場合によっては、長期ランですから、途中でかわる人も出てくるやろう

しということになりますと、継続性を持った会議の形態というのは非常に必要だろうと

いうふうに思うわけであります。 

  そういった中で、人選に当たっては、例えば組織の問題、それから地域性とか、ある

いはまた構成年齢とか、各専門性とか、いろんな分野から選ばれると思うんですが、非

常に重要な会議でございますので、そういった部分では、人選についてはかなりシビア

に、慎重にひとつお願いしたいと思うんですけれども、その辺の考え方はどうなんです

か。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 特別委員会でも申し上げましたけれども、今回からクリエ

イト会議のほうを開催させていただきます。それにつきましては、さまざまな立場の

方々にお集まりをいただきまして、根本の部分を十分協議していただきたいと考えてお

ります。 

  ただ、継続性も含めてということでございますが、やはりこの５年の期間の中でさま

ざまな課題がそのときそのときに出てくるかと思います。そのときに対応できるしっか

りした組織というものを見通した形で会議のほうは開催させていただきたいと考えてお

ります。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） クリエイト会議そのものは、一応５年間の期間を通じて実施すると

いう捉え方でいいんですか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 基本的にはそのようにお考えいただいたらと考えておりま

す。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） それで、クリエイト会議でいろんな内容が決まってくると思うし、

検討もされると思うんですが…… 

○委員長（原田周一） 垣内委員、すみません。ちょっと踏み込んだ話になると特別委員

会がありますので、こちらの委員会では、あまり突っ込んだ質問というのはここの場で
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はなさらないようにお願いいたします。垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） そのレベルというか、基準というのは非常に難しいところで、ここ

に教育推進事業の中のクリエイト会議ということで具体的に上がってきているわけです

から、その内容に対して質問をある程度規制するということになれば、ちょっとその辺

の考え方を整理しておいてもらわないと、その内容を冒頭に委員長からおっしゃってい

ただけるんであればある程度制限もできますけれども、今になってから、質問してから

どうのこうのと言われても、どうなんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 暫時休憩です。 

休  憩   午前１１時０７分 

再  開   午前１１時２２分 

○委員長（原田周一） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

  引き続き、垣内委員の質問をお願いいたします。 

○委員（垣内秋弘） 今ちょっと余談の部分は出ましたけれども、クリエイト会議の中で

方向性とか、あるいはまた検討事項とか、確認事項とか、また決定事項、その内容につ

いて、議会では一応特別委員会の中で都度報告していくということでいいんでしょうけ

れども、一般住民への情報開示、そこら辺を、小中一貫なり、いろんな行政が取り組む

各内容について、やはり情報提供というのは非常に大事な部分だろうと。最近、特にそ

の辺を感じるわけでありますが、そこら辺、住民へのタイミングをずらさないでタイム

リーな情報開示等々についてどのような形でやっていくのか、そこの部分だけ確認して

おきます。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 住民の皆様向けにつきましては、今後、クリエイト会議開

催の状況、専門部会については開催回数も異なってまいりますので、ある程度まとまっ

た段階で広報を出させていただく、また、昨年度のように説明会等を開催させていただ

く中で、住民の皆様のご意見を頂戴したいというふうに考えております。 

○委員長（原田周一） ほかにご質問ございますか。山本委員。 

○委員（山本 精） 今の関係で少しだけ聞いておきたいと思うんですけれども、委員の

公募の話がありまして、多分公募しはるときに要領とかなんかはその場で書かれてくる

んだと思うんですけれども、いつまでにというあれはわかりますか、公募の時期。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 今現在の案ですけれども、先ほど申し上げました５月２日
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に新聞折り込み、またゴールデンウイーク明けに学校とか保育所を通じて保護者の方に

お配りをさせていただきます。５月１７日金曜日締め切りの予定をしているところでご

ざいます。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） 公募者が５名以上になったときの決め方とか、そんなことも考えて

おられますか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 文面にも若干載せさせていただいているんですけれども、

やはり協議する内容等、あまり人数が集中してもあれですし、ほかの団体さん、ほかの

個人さんへのご委嘱の関係もございますので、地域性や協議内容等を踏まえまして、応

募者多数の場合は教育委員会において選任をさせていただきたいというふうに考えてお

ります。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんでしょうか。松本委員。 

○委員（松本健治） 大体出たんですけれども、一応公募の枠というのは５名が基準で、

それ以上については選任を教育委員会としてされるということですね、今の話では。 

  それで専門部会は、ちょっと話は変わりますけれども、部会は委員というのかな、何

というのかな、それぞれのところというのは、ＡさんならＡさんで１つのところを見る

んですか。クロスして見るということはあるんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 部会については、専任で入っていただく予定をしておりま

す。 

○委員（松本健治） わかりました。それで了解です。 

  それと、説明会の話がありましたけれども、経過も含めて住民の皆さんへの理解を求

めると、そういうことは書いていますので、それはそれで結構ですけれども、関心のあ

る重要なテーマでありますので、ぜひきちっと、タイミングも非常に難しいんですが、

そういうことで広報していただき、説明会の場を持ってほしいなと、その辺はちょっと

要望しておきたいというふうに思います。それで結構です。 

○委員長（原田周一） 他にございますか。谷口議長。 

○議長（谷口 整） ３番の幼稚園教育振興事業について１点だけ聞いておきたいなと思

うんですが、実は今日の午後、うぐいす幼稚園の経営者と議会とで懇談会の予定になっ

ていますけれども、その前段で４月９日に教育委員会が話をされているんですね。その
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話の内容についてお聞かせをいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） ４月９日につきましては、堀園長と、それから主事がお

２人お見えになりました。 

  内容につきましては、やはりうぐいすさんといたしましては、宇治田原町において、

今後、幼稚園についてどうしていきたいかということにつきましては、やはり自然豊か

なこの宇治田原町に二十数年前に寄せていただいて本当にありがたく思っていると、ぜ

ひこの状況で幼稚園の教育の振興については努めていきたいというふうな考え方をお聞

かせいただいたところでございます。 

  また、町といたしましても、これまで誘致の関係もございますし、就学前の教育のあ

り方というものを、また保育所の状況等も踏まえまして、課題を共有していきながら、

今後、幼稚園教育の推進に努めていけたらというような協議を両者でさせていただいた

ところでございます。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） いろんな思いはまた昼から話をさせてもらいますけれども、昨年

１８人、それで今年は１１人の園児でしたよね。現実的に１１人でほんまにきちっとし

た教育ができるのかなというふうな不安もあるんですけれども、そこらについても、も

う少し人を増やす努力も含めて、いろいろと考えていきたいということを思っておられ

るという理解でよろしいんですか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 今おっしゃったように、園といたしましても、思うように

入園者が増えないことに対してどうしていくかということに関しましては、園として考

えておられるところではございます。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） そのあたりはまた昼からの懇談会で聞かせていただきます。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） ４点目の小中学校校内ネットワークの関係なんですけれども、この

中で、主要の調書の中では、新学習指導要領で学習の基盤となる資質だとか能力に位置

づけられるということで、情報活用の能力育成のためにこういうことに取り組んでいく

ということなんですが、今現在の本町の中学なり小学校でこの分野というのは、他の市

町の─山城管内でもいいですけれども─状況と変わりないというふうに見ていかれ
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ているのか、その辺をちょっと聞いておきたいと思います。 

○委員長（原田周一） 細矢補佐。 

○学校教育課課長補佐（細矢和彦） 現在の本町の状況といたしましては、他の市町に比

べて早期に、電子黒板であるとかパソコンの台数的にも整備はされているところだと考

えております。ただ、タブレット等は他の市町のほうが少し先行していた部分もござい

ましたので、今年度、そういった面から、各教室で情報を収集したりだとか、また、そ

れをアウトプットするときにタブレット等を使った教育ができるように整備していきた

いというふうに考えているところです。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） これもハードというのか、ソフトというのかわかりませんけれども、

そういう分野については本町のほうが早目に取り組んで、一方、使う段階の部分につい

てはやや遅れをとっているというような感覚、今おっしゃったのはそういうことですね。 

○委員長（原田周一） 細矢補佐。 

○学校教育課課長補佐（細矢和彦） そのように考えております。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） それと、こういう分野というのは私たちも若干うといところはあり

ますので、判断はちょっとできない部分もあるんですが、よく言われるのは逆の弊害の

部分。タブレットの場合は、タブレットというのは非常に便利やけれども、一般的にパ

ソコンを使った人はタブレットを使っても非常に有効的に活用できるけれども、タブレ

ットだけを使うと基本的な部分が飛んでしまうんで、そういうことも注意して使うよう

にしていったほうがいいですよというような話も聞いたことがあるんです。だからその

点についても、もう今自体が自宅でご利用されている方も多いかと思いますので、問題

ないとは思うんですが、ちょっとその辺の情報を私も聞いたことがあるんですが、その

辺はどうでしょう。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 委員ご指摘のように、最近の子どもさん方は、特にスマホ

等で操作のほうは慣れてはいらっしゃいます。スマホとやはりパソコン系統とは違いま

すので、パソコンの使い方というものには少々うといというような形は聞いております。 

  また、既に機械には慣れているんですが、機械に慣れ過ぎているがために、自分で書

いたりするような力が非常に弱くなっているというところも課題として挙げられている

ところでございますので、やはり従来の読み書きの部分、そして今先端のＩＣＴを使っ
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た教育というものをバランスよく取り入れていきたいというふうに考えております。 

○委員長（原田周一） 松本委員。 

○委員（松本健治） よろしくお願いします。 

○委員長（原田周一） 他にございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようですので、学校教育課所管の質疑を終了いたします。 

  次に、社会教育課所管について説明を求めます。清水社会教育課長。 

○社会教育課長（清水 清） それでは、平成３１年度第１四半期事業執行状況、社会教

育課所管分につきまして、順にご説明をさせていただきたいと存じます。 

  まず、１番目、奥山田化石ふれあい広場交流施設整備・運営事業でございます。 

  事業の内容といたしましては、奥山田化石ふれあい交流館の中に座学でありますとか

化石の展示をする場所としての機能をあわせ持った展示ルームを整備することで、化石

発掘体験などと相互に連携をいたしました化石に関する総合的な学習の場を提供するこ

とを目的とした事業でございます。５月の下旬には事業の実施設計を発注し、業務のほ

うを実施してまいりたいというふうに考えてございます。次期以降につきましては、化

石発掘体験等の実施を予定しておるところでございます。 

  続きまして、２番、放課後児童健全育成事業でございます。 

  ４月に育成費を決定いたしまして、６月には支援員の研修を実施する予定でございま

す。また、入所申し込みにつきましては、随時受け付けを行っているところでございま

すが、４月１日時点におきましては、田原小学校６５名、宇治田原小学校７１名の申し

込みがあったところでございます。次期以降につきましては、避難訓練・交通安全等講

習、また両施設の交流を図るため、住民プールの利用でありますとか交流イベントを予

定しているところでございます。 

  続きまして、３番目の生涯スポーツ推進事業でございます。 

  平成２６年に策定をいたしました第２次生涯スポーツ振興プランの改定に向けまして、

打ち合わせ、協議を行いますとともに、６月に地域スポーツ推進委員会を開催する予定

をしております。次期以降では、アンケート調査、またスポーツ講演会などを予定して

いるところでございます。 

  社会教育課所管事項につきましては、以上でございます。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。 

  質疑のある方は挙手をお願いいたします。ございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようでございますので、社会教育課所管の質疑を終了いたし

ます。 

  以上で第１四半期の事業執行状況についてを終了いたします。 

  次に、日程第５、各課所管事項報告についてを議題といたします。 

  学校教育課所管の平成３１年度小中学校児童・生徒数、学級数について説明を求めま

す。岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） それでは、３１年度の小中学校の児童・生徒数、そして学

級数でございますが、先の文教厚生常任委員会、３月１３日の段階におきましては、

３１年度の見込みということでご説明をさせていただいたところでございます。そこか

らの変更点といたしまして、維孝館中学校第１学年、１年生のクラス数についてでござ

いますが、こちらについてご説明を申し上げたいと存じます。 

  １年生につきましては７４人ということで、標準学級数といたしましては２クラスで

ございます。ただ、教育委員会、また中学校といたしましても、３クラスでということ

で入学式ぎりぎりまで調整をしてきたところでございますけれども、教員の体制等でや

むを得ず２クラスの編制ということになりました。１クラス当たりの人数が多くなると

いうことで、子どもたちにとって、学習、また生活面で支障がないように努力をしてい

るところでございますけれども、委員の皆様には、こういった３クラスから２クラスと

いうことで異動があったことに対してのご報告が遅れましたことにつきましてお詫びを

申し上げたいと思います。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（原田周一） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） 今、中学１年生の関係で２クラスというお話がございました。人数

からいきますと、３年生が７３人で３クラス、１年生が７４人で２クラスと、かなり矛

盾したような感じを受けるわけですが、基本的に方針といいますか、京都式の方針なり

考え方、また町の教育委員会としての考え方なり、そこら辺の内容が変更になったのか、

それとも継続はしているけれども、そのままの状態でやむなくこうなったのか、そこら

辺の背景というのをちょっと具体的に説明していただけますか。 

○委員長（原田周一） 奥村教育長。 

○教育長（奥村博已） 先ほど課長から説明をさせていただきましたが、教員の体制とい
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うふうなことも言いましたけれども、今、委員のおっしゃいました７４で何で２やと、

３年生は少ないというところでございますが、先ほどもありましたように、もう入学式

ぎりぎりまで何とか３クラスでということで進めてまいりました。その中で、教員の体

制がどうしても整わなかったというのが実情でございます。うちとしましても、中学と

しましても、３クラスでということはもう基本に思っていましたが、決して方針を変え

たとかいうことではございません。やむなく２クラスでスタートしたと。 

  そういった中で、保護者の皆さんにおかれましては、２クラスだと当然１クラスの人

数が増えてくるというふうなことで、学校の生活に支障が出るんじゃないかというふう

な不安を持っておられる方もあるかと思います。そういった支障が出ないように、教職

員が指導法の工夫であったり改善に努めるのはもちろんでございますが、後で体制が整

えられれば、補助教員、また講師などを配置しまして、複数での授業であったり少人数

授業、そういったものも視野に入れて進めていきたい、そのように考えております。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） 学年ごとの見直し、小学校のときに以前あったと思うんですが、例

えば途中でというか、年度ごとに人員の変動があった場合、増減というのは基本的にあ

り得るということでよろしいんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 教育長。 

○教育長（奥村博已） 今、人数の関係もそうですけれども、例えば教員の体制ができた

というふうなことになりましても、とりあえず今２クラスで進めていますので、その場

合は、先ほど言いましたように、少人数授業というふうなことは考えていますが、クラ

スを途中で３クラスにするということは今のところ考えておりません。ただし、学年が

変わりまして２学年になったときには、そのときの体制であったり、人数であったり、

また３クラスになるということは、そのときにまた考えたいというふうに思っておりま

す。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） 年度ごとに見直しはあり得るという、これは以前、小学校でもあっ

たわけですけれども、外からといいますか、町外から入ってこられて人数が増えて、学

級が増えたというケースもございました。 

  今の考え方からいいますと教員の不足ということが大前提と。やはり私は、人数が主

になるんじゃないかと。学級の人数は、やっぱりその基準に対して教員を宛てがうとい

う、何クラスにするというのが基本にあるんですが、教師が何人しかいないから、多く
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ても少なくても２クラスという考え方というのはちょっとおかしいんじゃないかと思う

んですけれども、そこら辺はどうなんですか。 

○委員長（原田周一） 教育長。 

○教育長（奥村博已） 今おっしゃったとおりでございます。教員で変えるというのはま

ずはないことですが、今回、大体２０人ぐらい中学校には正規の教職員がいます。その

うち６人が産休・育休に入っているんですよ。これはもう異例なことなんです。そうい

ったことが重なりまして、もう講師でやっていかないとしようがなという中で、京都府

全体の中で講師がおられないというふうなことで、先生方のつてとか、いろいろ当たっ

てもらったんですが、最後まで体制ができなかったというのが実情でして、何とかそこ

をということで、局であったり、またほかの分野でも探しているんですけれども、今、

京都府で講師をどこにも宛てがうことができない状態だというふうなことで、やむなく

２クラスにしたというのが実情でございます。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） どうしても教員が手立てできないということであれば、極端に言い

ますと、例えば３年生は２年生のときも３クラスであった。ずっと３クラスで上がって

きているわけですね、３年生まで。１年生が２クラスでこの人数でいきますと、来年も

再来年も人数が変わらなければ２クラスでいくということで、今、教育長がおっしゃっ

た教員さえ確保できれば、それは３クラスにもなるよという考え方なんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 教育長。 

○教育長（奥村博已） そうでございまして、２学年になるときの体制で、例えば全く今

と同じ生徒数であっても、基本は３クラスで考えていますので、そういう教員の体制が

整えられれば、２学年から３つになるという可能性もあるということは今から言えます。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） そうであれば、３年生は３クラスでずっと１年、２年、３年と来た

わけです。今回見直して２クラスにして、１年生を３クラスにするような案は検討され

なかったんですか。 

○委員長（原田周一） 教育長。 

○教育長（奥村博已） 先ほども言いましたように、みんなが３クラスでやっていまして、

当然、最初は。それでもう３年は当然３クラスで分けまして、２年も３クラスで分けて

いました。１年は３と２のどちらかでというふうな２段構えで準備はしていたと思うん

ですけれども、最終的に体制ができなかったと。３年生はやはり最終学年で受験も控え
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ているというふうなことも含めまして、確かに人数的には逆転なんですけれども、３学

年は３つのクラスでやるということでもう当初から考えておりました。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） 基本的にやりくりをしてどうしてもということなのかもわかりませ

んが、今の例えば１年生と３年生を比較したときに、やはり１年生は慣れていない、そ

れからわからない、どっちかといったら主体性もない、いろんな部分で、やっぱり面倒

見の部分でいきますと、３クラスにして十分面倒見をよくしていこうという考え方のほ

うが適正だろうと思うんですけれども。３年生になれば２クラスに今さらできないよと

いう話じゃなしに、強引にでも３年生を２クラスにして１年生を３クラスにする、こん

な案も検討はされたんですか。それとも、もう頭からそんなことは考えていないよとい

うのであるのか、どうなんですか。 

○委員長（原田周一） 教育長。 

○教育長（奥村博已） その辺のクラス編制につきましては、当然現場というんですか、

中学校のほうで十分考えた末の結果やということで、うちのほうもそれに対応して、最

終、先ほども言いましたように、３クラスでいくというのは最初からずっと思っていま

したので、最後に２つのクラスしかできなかったというのは本当に急なことだったんで

すけれども、できれば３クラスでいきたかったというのが本音でございます。 

○委員長（原田周一） 垣内委員。 

○委員（垣内秋弘） １年生を３クラスにしたかったけれども、結果的に２クラスになっ

たと。最悪やむを得ないのかなとは思いますけれども、やはりそれはそれなりに学校の

ほうで十分フォローするなり、きちっと対応していかないと、ぱっと見では不自然にな

りますから、決してやはり長い目で見たときにこんなことが許されるという話でもない

と思うんですよ。たまたまこうなったというのであっても、やはり将来的にこれがまか

り通ると、あのときはこうだったということが常態化していったらあまりよくない話な

んで、そこら辺はもうちょっと教育委員会としても、学校現場との連携も含めて、やは

り教育委員会からの指導性とか、そういったものも、これはもう教育長の手腕にかかっ

ている部分もあると思うんです。教員が足りなかったからどうのこうの、そこら辺もも

う少しきちっと対応してほしかったなと。今さらもう仕方ない、仕方ないと言ったらお

かしいんですけれども、そこら辺も含めて、今後の対応についてはぜひ教育長の出番と

して頑張っていただきたいということを言いまして、私の質問を終わります。 

○委員長（原田周一） 他にございませんでしょうか。谷口議長。 
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○議長（谷口 整） 今の件に関してなんですけれども、そもそも教師、学校の先生の身

分は府の職員ですよね。府教委に人事権があるわけですね。それが現場で人が足りない、

だから現場でやりくりがつかなかったからクラスが減った。これは本末転倒と違うかな

と。そもそも府教委がきちっと職員の数を手立てするべきことなんでしょう。今、垣内

委員も教育長云々ということを言われていたんだけれども、現場よりも言葉を変えれば

府教委はけしからんと、私はそう思うんですけれども、そのあたりはどうなんですか。 

○委員長（原田周一） 教育長。 

○教育長（奥村博已） この件に関しては、山城教育局長とも私も何回も話はしています。

この前こちらへ来られたときもちょっと呼んで、本当に人が足りなくて弱っていると、

クラスもできないということで言っているんですけれども、やはり局もその辺は同じよ

うな思いで、いや、実はうちも弱ってますねんというふうなことなんですよ。それやっ

たらもっと採用なり、非常勤なり、講師さんの募集なりをしてくれはったらええねんけ

ど、その辺がもう今、全く０ですという状況がずっと続いていましたので、うちとして

もお願いはしてきたつもりなんですけれども、結果としてなかなかいっぱいにならなか

った、人ができなかったというのが現状でございます。 

○委員長（原田周一） 谷口議長。 

○議長（谷口 整） 府教委も実態でいうとなかなか人がいない、大変やというのはわか

りますけれども、ただ人がない、だから現場でやりくりせえ、ほんで結果として１クラ

ス減らしたと、これはやっぱりおかしいし、そんなもん現場任せにされたらたまったも

んやないし、先ほど言うたように、人事権を持っている府教委のほうが６人の育休・産

休の人を抱えていて、ならばきちっとそれは府教委が手立てせな、末端の現場にしわ寄

せさせるて、さっき言うようにもうもってのほかやと思います。 

  そんな中で、結果として、たまたま標準のクラス数でいえば２クラス、京都府方式や

ったら３クラス、それを２クラスで何とかいけたからええけど、極端な話、もう１人足

らんかったら１クラスにしますと、府教委は何もしてくれまへんと、そんなことがまか

り通るのかな。そこまでいけばさすがにそれはせえへんやろうけれども。 

  だから、現場で人を手立てせんなんという発想がやっぱりおかしいと思うんですよ。

今さらの部分はあるのかもしれんけれども、これはやっぱりちゃんと局なり府教委にや

ってもらわな、確かに学校は町立かもしれんけれども、先ほど言うたように先生は府の

職員なんで、これはもうほんまにけしからん話やと思います。 

  次に、学校だより等を見ていますと、１年の担任の先生が２人、ほんでクラス担当
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２人と、１年は２人フリーの先生がいはるんですよね。ほんで３年はクラスが３つで

１人のフリーの先生。ならば、フリーの先生を１人にして３クラスつくるという方法は

なかったんですか。 

○委員長（原田周一） 光嶋部長。 

○教育部長（光嶋 隆） 先ほど教育長の答弁でも申し上げましたように、今、非常に育

休・産休でお休みの方がいらっしゃる中で講師の先生方にお願いをしておると。同じく

教員免許資格をお持ちの方なので同じじゃないかというふうにお考えになる部分がある

んでございますが、やはり講師の先生方の中には、担任として学級運営をすることにつ

いてはちょっと私はしんどいですとか、希望しませんとか、そういうことがございます

ので、そういった点も踏まえまして、なかなか担任を持っていただける方が今のところ、

適当な方という言い方はちょっとあれかもしれませんけれども、いらっしゃらなくて、

担任ではなしに学年担当という形で配置をしたと。 

  ただ、その点に関しましては、府教委のほうももう全然知らん顔をされているわけで

はございません。いろんな形で情報等もいただいて、探してもいただいてはいるんです

けれども、いかんせん、世代的にいいますと、ちょうど団塊の世代の方が退職をされて、

その後採用になった方々が結婚されて子どもさんをお産みになるという、ちょっとサイ

クルでいうとそういうサイクルに当たっておると。京都府下全体的にやっぱりそういう

傾向があるようでございまして、どことも講師不足に悩んでいらっしゃると。 

  そういう点については、県を超えまして、滋賀県、奈良県、そういったところにも先

生方のネットワークを駆使していただいて探していただいたんですけれども、やはり地

元で採用口があればそっちに行くという方も、これはとめることができませんので、そ

ういった方にもし来ていただけていたら担任の配置もできたかもしれないと、たられば

ですけれども、そういうことがちょっと重なったということがございました。 

  したがいまして、今、人数的には学年担当という形で、２クラスになったがゆえのフ

ォローはしていきたいというのが学校として考えておるところでございます。以上でご

ざいます。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんか。 

  私からも１点。 

  先ほどから出ています教員のことについては、過去、私も何回か言ってきたわけです

けれども、やはり要望しているとかいうことで、結果的に被害を受けているのが生徒で

あり、保護者であるということから考えますと、結局努力しています、要望しています
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で結果的に何もならなかったら、何もやっていないのと一緒だということになりますの

で、先生の確保につきましては、なお一層の努力をやはりやっていただいて、先ほどか

ら出ていますように、何とか人手不足、特に産休云々で５人も６人も休んでいるような

状況を、一番被害を受けるのは生徒なんで、その辺は十分、特に教育長は考えていただ

いて、対応に当たっていただきますよう要望しておきます。 

  他にございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようですので、学校教育課所管事項報告の質疑を終了いたし

ます。 

  次に、日程第６、住民と議会の懇談会についてを議題といたします。 

  ３月の委員会におきまして、それぞれの常任委員会で対応策等について協議を進めて

いく旨、申し上げておりました。ただいまの出席の所管分であります教育についての対

応策等の協議を進めていきたいと思います。 

  それでは、教育課所管の要望事項について、光嶋部長、お願いします。 

○教育部長（光嶋 隆） それでは、議会から町当局のほうに懇談会の意見ということで

頂戴をいたしております。内容が教育部関係のもので６点あったかと思います。それぞ

れの項目につきまして、私どもの考え方なりをご説明申し上げたいと思います。 

  まず、１つ目でございますが、習い事をさせたい、町内の一覧表があれば習わせやす

いということでございました。 

  これに関しましては、私どもでは、文化協会に加入をされております方々の教室、書

道ですとか、お花ですとかということもございますが、そういったものについては生涯

学習情報誌に掲載をしておりますので、それをご参考にされたい。それ以外に個人で経

営されております私塾等については、公として把握する術がございませんので、一覧表

の作成はしていないということでございます。 

  次に、２つ目ですが、町立幼稚園がない、保育所と幼稚園が一緒になったこども園が

あれば、わざわざ町外の私立幼稚園に行かなくてもよいのではないかということがござ

いました。 

  これに関しましては、今の状況からいたしますと、公立幼稚園を設置することは考え

ておりません。このため、町内の私立幼稚園と町内保育所との連携を図る中で、認定こ

ども園的な活動ができればなということで検討しておりますということでございます。 

  ３つ目でございます。学校で茶検定というものをやっているけれども、宇治田原検定
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も実施すると町についても理解が深まるんではないかというご意見がございました。 

  教育課程において行う場合については、授業時間数等も踏まえ、考えなければいけな

いということがございますので、学校とも協議をして検討したいというふうに考えてお

ります。 

  ４つ目でございます。夏の学校などのイベントはせっかくよいのに知られていない、

もっと周知徹底をということでございました。 

  これは、教育委員会主催の事業情報は周知に努めております。民間団体の情報につき

ましても各団体で行っておられまして、チラシの配布や掲載の協力はしております。今

後も引き続き、こういう形で情報提供していきたいというふうに考えております。 

  ５つ目ですが、緑苑坂から小学校への通学路は階段が急で危険なので何とかしてほし

いということでございました。 

  これに関しましては、当初定められた通学路は別にございましたが、地域のＰＴＡか

らの要望によりまして今のルートになった経緯がございます。町といたしましては、国

道３０７号沿いを通っていただくのが最も安全であるということを考えておりまして、

最も適切なルートを通っていただきたいということを申し上げたこともございます。こ

の点も踏まえまして、今後、地元の方とまた協議をさせていただきたいというふうに考

えております。 

  最後に６つ目でございますが、うぐいす幼稚園の場所が不便、アクセスしやすいよう

にしてほしいということでございます。 

  これは、今後、周辺地域の整備によって状況も変化すると考えられますので、道路担

当課とも検討していきたいというふうに考えておりますということで、一定、考え方の

整理をしたところでございます。以上でございます。 

○委員長（原田周一） ありがとうございます。 

  今、教育委員会のほうから回答を含めていろいろ答弁がございました。何かこれにつ

いてご質問ございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようですので、これにて教育についての対応策の協議は終了

いたします。 

  これで日程に掲げておりますただいま出席の所管分の平成３１年度第１四半期の執行

状況報告並びに所管事項報告を終了いたしますが、その他、委員から何かございました

ら挙手をお願いいたします。山本委員。 
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○委員（山本 精） 通級教室についてちょっとお聞きしたいんですが、今年度は何人に

なったでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 今年度につきましては、今現在申請等も来ておるところで

ございますので、最終人数につきましては、まだ確定はしておりません。ただ、３０年

度につきましては、田小が１１名、宇小が１０名ということでございます。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） 今、田小のほうでやってもらっているということだと思うんですけ

れども、宇小の保護者の方からお聞きしまして、今現在、送り迎えというのはどのよう

になっているんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 宇治田原小学校の通級指導につきましては、保護者の方に

時間にお送りをいただいて、その場で一緒に受けていただく方もいらっしゃいますし、

お帰りいただく方もいらっしゃるというような状況で、送迎については保護者にお任せ

している状況です。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） 保護者の方で、今年の１学期については送り迎えもできるんですけ

れども、２学期になったら少し困難になるというふうな方もおられるんですけれども、

その辺の方々への対処とかは何か考えてくれたはるんでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 基本的に通級指導につきましては、保護者の方の送迎とい

うスタンスでこちらのほうは考えております。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） できればその辺の方々のことも考えてもらって、どういう形がいい

のかわかりませんけれども、例えば、差し支えなければ、その方々だけということで、

問題がほかのことで出るかもしれませんけれども、宇治田原小学校に行ってもらうとか、

また、誰かに送り迎えしてもらうとかいうふうなことも考えられないかなと思うんです

けれども、その辺はどうでしょうか。 

○委員長（原田周一） 岩井課長。 

○学校教育課長（岩井直子） 従来、通級指導につきましては、京田辺にあったものが順

番に井手町に来て、町内で１校開設ということになっております。その点から比べまし
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たら通っていただきやすくはなったかなという中でも、やはり宇治田原さんにつきまし

ては移動がございますので、府教委に対しては、もう一施設開設ということで依頼はし

ているところでございます。ただ市町規模からいたしますと、続いての開設ということ

は現在難しい状況です。 

  そうなりますと、やはり今までどおり通っていただくということが、先ほど言いまし

たように、基本にはなるかと思います。確かに通級の先生のほうが宇小に移動するとい

うこともございますが、ただ、そうなりますと全ての授業時間について、またそれぞれ

１人ずつの対応になりますので、そういった面から見ますと、かなりいろんなことを調

整していかなければならないという厳しい状況がございます。つきましては、確かにお

勤めされるということでご負担はかかるかとは思うんですけれども、例えばまかせてた

いにお願いをしていただく等、ちょっと検討いただく中でご理解をいただけたらという

ふうに思っております。 

○委員長（原田周一） 山本委員。 

○委員（山本 精） 大体わかりましたけれども、まかせてたいにするにしても、保護者

の方が直接頼まなあかんみたいな感じになると思うんで、その辺は少し検討してもらえ

ればいいかなというふうに思います。以上です。 

○委員長（原田周一） ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） 当局から何かございますでしょうか。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） これで、ただいま出席の所管課に係る事項を終了いたします。 

  次に、日程第７、その他を議題といたします。 

  何か委員からございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） 当局から何か。別にございませんか。 

  事務局のほうから。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（原田周一） ないようでございますので、日程第７、その他について終了いた

します。 

  本日は、平成３１年度第１四半期の執行状況報告並びに所管事項の報告を受けたとこ

ろです。 



３８ 

  新年度もはや１カ月を過ぎようとしております。各課におかれましては、早期の事業

着手、執行に努めていただくよう強く求めておきます。 

  なお、委員会は定期的に開催することを基本とし、閉会中においても委員会を開催し

ていくこととしておりますことから、委員各位、また町当局におかれましても、よろし

くお願いいたします。 

  以上で本日の文教厚生常任委員会を閉会いたします。大変ご苦労さまでございました。 

閉  会   午後０時１０分 

  



３９ 
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